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多治見市における都市機能誘導区域と居住誘導区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※都市機能誘導区域は土砂災害特別警戒区域、居住誘導

区域は、土砂災害特別警戒区域、土砂災害警戒区域及

び急傾斜地崩壊危険区域のいずれかと重複する箇所は

除く 

  

精華地区・小泉地区 
昭和地区・養正地区 

①多治見駅周辺地区 
（中心拠点） 旭ケ丘地区 

明和地区 

③旭ケ丘地区 
（地域拠点） 

滝呂台地区 

⑤滝呂台地区 
（地域拠点） 

脇之島地区 

④脇之島地区 
（地域拠点） 

笠原地区 

⑥笠原地区 
（地域拠点） 

根本地区 

②根本駅周辺地区 
（地域拠点） 

【全区域共通】 

・地形地物（道路・河川など）や用途地域界などで設定 


